
ミックスペーパー分別収集の全市開始 
              （平成 23 年３月） 

   

 

川崎市では、ゴミの減量と排出抑制等に向けて、平成９年の容器包装リサイクル法施

行の前から、缶とガラス瓶の分別収集を実施していました。その一方で、自治会やＰＴ

Ａなどを通して段ボールや紙パックのリサイクルを行うなどの努力を続けてきました。

しかし、容器包装リサイクル法の対象としている品目の中で、ミックスペーパー（※）

とプラスチック製容器包装の収集が残された課題となっていました。 

 

＜議会での審議経過と市の取り組み＞ 

【平成１７年第１回定例会（３月）】 

ミックスペーパー等の分別収集についてもその推進を早急にすべきと考えますが、

見解とその具体的な取り組みは。 

 

資源集団回収の対象となっている古紙以外の包装紙、封筒、菓子箱などについて、

平成１８年度から、ミックスペーパーの分別収集のモデル事業を計画しています。 

 

  取り組みとしては・・・ 

平成１８年１１月 川崎区・幸区の一部地域、約 4,200 世帯でミックスペーパーの 

モデル収集を開始しました。 

 

 

【平成１８年第４回定例会（１２月）】 

     平成１８年１１月から川崎区及び幸区の一部地域でミックスペ

ーパーのモデル収集が始まりました。民間企業による分別収集も検

討すべきでは。 

 

     今回のモデル地域では、普通ごみを収集しない日にミックスペーパーを収集して

います。今後は、モデル地域を順次拡充していくことから、対象地域の拡充に合わ

せた車両や人員の配置など柔軟な収集体制の構築が必要となるため、事業スケジュ

ールや経済性、職員の退職動向などを総合的に勘案し、民間事業者を活用した効率

的・効果的な収集体制について検討していきます。 

 

  取り組みとしては・・・ 

   平成１９年４月のミックスペーパーのモデル収集から民間委託を始めました。 

 

 

答 弁 

質 問 

質 問 

答 弁 



【平成１９年第１回定例会（２月）】 

       ミックスペーパーの分別収集モデル事業について、対象地域拡大のス

ケジュール及び全市展開の考え方は。 

 

     平成１９年度からは、さらに６地域に拡大します。その後のスケジュールは、モ

デル事業の結果を検証しながら対象地域を順次拡大し、平成２２年度を目途に全市

展開を目指していきたいと考えています。 

 

取り組みとしては・・・ 

平成１９年４月 川崎区・幸区の約 1 万 5,200 世帯にミックスペーパーのモデル収

集を拡大しました。 

平成２０年４月 全世帯の６分の１をカバーする市内全区の約 10 万世帯にミックス

ペーパーのモデル収集を拡大しました。 

 

【平成２１年第２回定例会（６月）】 

ミックスペーパーのモデル実施での収集は、一般廃棄物許可業者に委託をしてい

ました。モデル実施ということで単年度契約でしたが、粗大ごみのような複数年契

約にすべきと思いますが。 

 

ミックスペーパーの分別収集の全市展開に当たっては複数年契約    

を視野に入れ、業務の継続性及び安定性に配慮していきたいと考えて 

います。 

 

取り組みとしては・・・ 

平成２３年３月から平成２５年３月までの複数年で、５つの生活環境事業所管内別に 

委託契約を行いました。 

 

   【平成２３年第１回定例会（２月）】 

ミックスペーパーの分別収集全市拡大とプラスチック製容   

器包装分別収集の南部３区先行実施を進めるには、市民の方の  

理解、協力が不可欠ですが、課題と今後の対応は。 

 

これまでの缶やペットボトルという単一品目の分別ではなく、紙やプラスチック

という素材に着目した分別であるため、対象品目が多岐にわたることなどから、分

別収集開始後のフォローアップ広報に取り組むとともに、ごみ集積所における排出

指導などにより分別収集への協力度の向上に努めます。 

 

取り組みとしては・・・ 

   ◇市政だより、ポスター等のあらゆる広報手段を活用して周知徹底を

行いました。 

   ◇地域のボランティアリーダーである廃棄物減量指導員によってゴミ

の減量とリサイクルを推進しています。 
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 平成２３年３月よりミックスペーパーの分別収集を全市で開始し、また、プラスチック製

容器包装分別収集の南部の３区で先行実施しました。 

分別収集の拡大により、次のとおり減量が見込まれています。 

ミックスペーパー分別収集（全市実施）  約２万 2,000 トン 

プラスチック製容器包装の分別収集（川崎区、幸区及び中原区で先行実施） 

 約 6,000 トン 

    今後は    

     平成 25 年度   プラスチック製容器包装の分別収集を全市に拡大予定 

 約１万 7,000 トン 

     平成 2７年度   焼却処理施設を４カ所から３カ所に移行予定 
 

 

＜用語の解説＞ 

※ ミックスペーパー 

マークがついているもののほか、お菓子の箱、投げ込みチラシ、パンフレット、包装

紙、（窓付き）封筒、ハガキ、写真、ノート、メモ帳、シュレッダー紙などの紙です。 

 

始まりました！ミックスペーパー分別収集 


